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平成２４年度補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行について 

 

 

先般、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」が閣議決定され、このうち復興・

防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心・地域活性化の３分野に重点化した

「平成２４年度補正予算」が２月２６日に成立し、所要の予算が追加されたところ

である。 

 

平成２４年度国土交通省所管事業の執行については、既に平成２４年４月６日付

け国会公第２００号により種々御配慮をお願いしているところであるが、補正予算

による追加事業を含めた今後の所管事業の執行に当たっては、前記通達によるほか、

下記の事項に十分留意の上、引き続き適正な事業の実施を図られたく、命により通

達する。 
 

（官庁営繕部、航空局、自動車局、港湾局、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、観光庁、気象庁、運

輸安全委員会、海上保安庁） 

 なお、これに伴い、事業の実施に当たる職員の健康管理についても十分留意され

たい。 

 

記 

 

１．平成２４年度補正予算による追加事業については、可能な限り早期の執行を図

ること。 
 
２．入札・契約手続の実施に当たっては、「平成２４年度における国土交通省直轄

事業の入札及び契約に関する事務の執行について」（平成２４年４月６日）等に

基づき、入札ボンド制度の活用の徹底を図ること等により、一層の透明性及び競

争性の確保等に努めるとともに、事業に早期に着手できるよう、総合評価落札方



 

式における提出資料の簡素化等や指名競争入札方式の活用等により可能な限り

手続に要する期間の短縮に努めるとともに、工事の種類、現場条件等を考慮した

概算数量発注や詳細設計付工事発注の積極的活用、事業執行の迅速化や効率化に

資する適切な規模での発注及び総合評価落札方式における技術審査・評価業務の

効率化により、事務の改善及び効率化に努めること。 

 

３．工事の発注に当たっては、ダンピング受注の防止徹底や不調・不落対策等によ

る適正価格での契約を推進するほか、工事の円滑な施工を確保するため、「建設

工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」（平成２５年２月５日付け国土建

第３４９号）等を参考に、建設技術者等の効率的な活用に資する措置を適切に実

施すること。 

また、地域建設業経営強化融資制度等に関する債権譲渡承認事務の迅速化、工

事検査及び支払事務の迅速化に努めるとともに、下請業者に対する請負代金の金

額の設定及びその支払が適正に行われるよう、「建設業法」（昭和２４年法律第

１００号）等の関係規定の遵守を請負業者に徹底すること。 

 

４．平成２４年６月２２日に閣議決定された「平成２４年度中小企業者に関する国

等の契約の方針」の趣旨を踏まえ、引き続き中小建設業者等の受注機会の確保に

努めること。 
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 標記について、別添のとおり地方支分部局、関係独立行政法人等に通達したとこ

ろですので、参考までに送付します。 

（都道府県） 

 なお、貴管内関係市町村等に対しても、周知方お願いします。 

 


